
 １　幼稚園教育

（１）特色ある幼稚園づくり

体を動かすって楽しいね！

人と関わる力を育む

からだであそぼう！

（２）幼稚園管理下におけるけが・事故

①発生場所 ②発生状況

1

1

保育中

登園中

降園中

その他

件数

24

1

園
外

道路 3

その他 4

園
舎
外

園庭 6

プール 0

遊具等 6

件数

2

5
園
舎
内

各室内

廊下・階段

その他 1

【 テ ー マ 】

【取組結果】子どもたちが、全身を使って遊ぶ姿や挑戦する姿が見られた。
体を動かす楽しさを子どもたち同士で共有する姿が見られた。

とよかわみなみ
幼 稚 園

【取組結果】

元気に遊ぶ子、みーつけた！

ひ が し
幼 稚 園

な か
幼 稚 園

調理保育を通して、五感を働かせて、子ども同士が協力や相
談しながら問題解決しようとする姿が見られ、食育以外にも取
組の効果があった。

戸外での体操や縄跳び、鉄棒など体を動かす活動に取り組ん
だことで、体をつかった遊びの幅が広がり、体力作りに効果が
あった。

【 テ ー マ 】

【取組結果】

【 テ ー マ 】

異年齢グループ活動を行うことで子ども同士の関係を密接に
なり、人と関わるうえで大切な力を育むことができた。

【 テ ー マ 】

【取組結果】ルールのある遊びを通して子どもたちが助けあい、工夫する姿
が見られた。また、音楽に合わせて体を動かすことで緊張の強
い子どもも楽しむことができた。

自分に自信をもち、チャレンジする子どもをめざして

せ い な ん
幼 稚 園

と ど ろ み
幼 稚 園

【 テ ー マ 】

【取組結果】

Ⅴ　　子　ど　も　施　策

幼稚園名

か や の
幼 稚 園

内　　　容

異年齢グループで協力する姿や、子ども同士のコミュニケー
ションの深まりが見られ、人とかかわる力を育むことができた。

【取組結果】

幼稚園生活の中で、人とかかわる力を育む。【 テ ー マ 】
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（３）園児の二測定 （４）園児の健康診断結果 （単位：人）

幼 稚 園 幼 稚 園

年 長 年 長

箕箕箕箕 面面面面 市市市市 110.7110.7110.7110.7 251

大 阪 府 110.9 0

全 国 110.7 0

箕箕箕箕 面面面面 市市市市 110.6110.6110.6110.6 3

大 阪 府 110.0 0

㎝ 全 国 109.9 0

箕箕箕箕 面面面面 市市市市 18.018.018.018.0 -

大 阪 府 19.0 -

全 国 19.0 35

箕箕箕箕 面面面面 市市市市 18.318.318.318.3 5

大 阪 府 18.5 0

㎏ 全 国 18.6 68

5

71

処 置 完 了 者 27

未 処 置 者 44

3

歯

の

検

査

う　歯　保　有　者

そ の 他 の 歯 疾 等

＊大阪府及び全国は平成
20年度文部科学省調査に
よる

内
　
　
科

蛋 白 検 出 者

女
子

体
重

男
子

せ き 柱 側 彎 症

耳 鼻 咽 頭 疾 患 等

視 力 （ １ ． ０ 未 満 ）

難 聴

結 核 （ 問 診 票 ）

心 臓 異 常 の 者

眼 疾 ・ 異 常 等

男
子身

長

在 籍 者 数

肥 満 傾 向

女
子

アレルギー性の皮膚疾患

ぜ ん 息

腎 臓 疾 患
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（５）幼稚園就園奨励費補助制度  

幼稚園教育の振興に資するため、幼稚園に就園する園児の保護者の経済的負担

を軽減し、入園料、保育料についての減免措置に対して補助することを目的とす

る。  

   〔補助対象の範囲〕  

 区 分       保育料等減免措置階層区分  

 市民税非課税世帯（生活保護世帯を含む。）   市 立  

 市民税所得割非課税世帯  

 市民税非課税世帯（生活保護世帯を含む。）  

 市民税所得割非課税世帯  

 

 私 立  

 市民税の所得割額が基準以下の世帯  

 

      〔補助金受給状況〕                                                    

      年度  

項目  

平成19(2007) 

 

平成20(2008) 

 

平成21(2009) 

 

補助金総額  79,698千円 85,234千円 98,008千円 

対象者総数  1,069人 1,083人 1,117人 

私立 1,062人 1,066人 1,091人 

 

内 訳  

公立 22人 17人 26人 

                                              

 

（６）私立幼稚園在籍児の保護者補助制度  

小学校就学前２年以内の幼児を私立幼稚園に在籍させている保護者の経費負

担を軽減することを目的とする。  

年 度  対象者数  補助金総額  備        考  

    平成19(2007) 1,326人 138,815千円 月額  700円～10,000円／人 

平成20(2008) 1,333人 137,555千円 月額  450円～10,000円／人 

 

平成21(2009) 1,342人 134,705千円 月額  2,900円～10,000円／人 
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２ 青少年の健全育成 

 

（１）子どもたちの自由な遊び場開放事業  

①目 的：放課後等に箕面市立小学校施設の一部を自由な遊び場として開放す

ることで、児童の健全育成を図る。  

②場 所：市立小学校の運動場、体育館やプレイルーム  

③開放時間：原則として、平日の放課後から午後５時まで  

 

（２）青少年教学の森野外活動センター 

①主催事業  

 事 業 名  開 催 日  参 加  

 ワイルドキャンプ 8/19～21 ２名 

 幼児自然教室  9/27、10/31～11/1、1/24、3/6～7  各４９名  

 小学生自然教室  10/10～11、12/5～6   各４８名  

 小学生サマーキャンプ  8/10～11、8/11～12、 

8/17～18、8/18～19 

  ２０８名  

 ウインターキャンプ  12/25～26、12/26～27     ５１名  

 ニューイヤーキャンプ  1/4～5     ４５名  

 ファミリーハイキング 2/28     ６６名  

 アニマルキャンプ  2/13～14、2/20～2/21     ４８名  

 

②キャンプカウンセラー活動実績  

日帰り６２４人、宿泊８５７人、研修６８９人  活動日数計２，１７０日  

③利用状況                    (利用団体数／利用人数)  

年 度  学 校 青少年団体  一 般 団 体 関係機関  合 計  

平成19(2007) 43／3,273 80／2,946 307／7,796 63／4,645 493／18,660 

平成20(2008) 33／3,315 73／2,970 355／9,110 54／5,202 515／20,597 

 

平成21(2009) 64／3,865 111／3,569 497／6,476 70／5,407 742／19,317 

＊青少年団体とは、こども会・ボーイスカウト・ガールスカウトをいう。  

 

（３）教育コミュニティの形成  

平成２１年度から教育コミュニティの形成や青少年の健全育成に関する補助

金を統合し、各小学校区青少年を守る会への交付金の交付を行い、事業の継続性

を確保している。  

 

（４）子どもの健全育成（子どもの主体的な活動を支援する事業） 

   ①第１３回ブラスフェスティバル（４月２５日、グリーンホール）  

１１団体（中学校・高校吹奏楽部、一般団体、招待団体、来場者約６００名） 

   ②第１７回青少年文化祭（９月１２日～１３日、メイプルホール）  
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２０団体（展示９団体、舞台１１団体、来場者延７００名）  

③第２８回青少年弁論大会（１１月１４日、箕面文化・交流センター大会議室） 

   市内在住・在学の中学生１２名（来場者約８０名）  

④どよう会（青少年自立支援事業）  

発達障害や知的障害等の障害をもつ中学生から１８歳の青少年を対象に、月２

回程度の活動（学習・社会体験活動）を通して、社会的自立を支援する（延べ

２０３名参加）。 

 

（５）青少年関係団体  

 ①青少年団体と活動内容  

（ｱ）こども会 ５５単位 １，６６２名 

事  業  名  開 催 日  会  場  参 加  

第３１回ドッジボール 

大会  

１１月２２日  スカイアリーナ  大会中止（新型インフル

エンザの影響のため）  

 

こども会フェスタ  １月２３日  メイプルホール、  

中央生涯学習セン

ター、 

芦原公園等  

舞台発表4団体、模擬店

12団体、子ども実行委

員･子ども当日スタッフ

102名（来場者約1700人）

＊他にも、キャンプ、クリスマス会、清掃活動等子どもの自主的な活動が展開

されている。  

(ｲ)ボーイスカウト（６団）、ガールスカウト（４団） 

箕面まつり、共同募金、各種青少年健全育成事業への協力 

(ｳ)リーダークラブ（１３名）、ジュニアリーダークラブ（２５名）  

こども会等青少年関係団体へのプログラム指導及び援助、自主研修会を実施  

(ｴ)青少年吹奏楽団（２５０名）  

箕面まつり、消防出初式、定期演奏会、府コンクール 他 

 

②青少年育成団体と活動内容  

(ｱ)青少年を守る会連絡協議会（運営委員３９名） 

「社会を明るくする運動」校区活動、「市内一斉・地域清掃の日」（クリー

ンみのお作戦）参加、「少年を守る日」校区活動、その他校区別青少年健全

育成地域活動 

(ｲ)青少年指導員連絡協議会（７４名）  

危険箇所・問題箇所点検及び簡易補修、他団体による青少年健全育成事業へ

の協力等  

(ｳ)こども会育成協議会（役員・理事等６６名、育成会代表５５単位）  
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ドッジボール大会等主催事業及びメンバーリーダー講習会等指導者養成事

業を実施  

(ｴ)スカウト団委員長会  

団委員長会議、各種青少年健全育成事業への協力  

 

（６）青少年団体指導者養成  

①メンバーリーダー講習会（教学の森野外活動センター）  

(ｱ)５月９日（土）～１０日（日） (ｲ)６月１３日（土）～１４日（日） 

参加：延１９４名 

②リーダーチャレンジキャンプ（教学の森野外活動センター）  

８月１５日（土）～１７日（月）  参加：２５名  

③こども会育成者指導者講習会（箕面文化・交流センター他） 

２月７日（日）、１２日（金）、１５日（月） 参加：延１８８名  

④メンバーリーダー室内講習会(箕面文化・交流センター他）  

３月６日（土）、７日（日）  参加：３８０名 

 

（７）青少年指導センター  

 ①青少年に関する教育相談 

いじめ・非行等の問題行動や青少年を取り巻く生活環境の改善など青少年に関

する教育相談を行っている。  

    ＜教育相談回数＞                  （単位：回）  

種 別        年 平成19(2007) 平成20(2008) 平成21(2009) 

 相談延べ回数  ５８８ ８０１ １３２７ 

 面談相談回数  ３２４ ４２３ ５８６ 

 

 電話相談回数  ２６４ ３７８ ７４１ 

 

②青少年補導員連絡会設置  

 (ｱ)街頭における青少年の補導 

（補導回数３０回 関係機関との合同補導３回 補導件数１９１件） 

 (ｲ)問題及び危険箇所の把握とそれらの排除  

 (ｳ)少年非行防止・暴走族追放街頭キャンペーン  

 (ｴ)その他青少年非行防止に必要な諸活動 

③学校及び関係諸機関・関係各種団体との連携  

 (ｱ)小中学校生徒指導担当者連絡会（週１回） 

 (ｲ)公立小中学校生活指導研究協議会（月１回）  

 (ｳ)補導連絡会（年５回）の連絡・調整  

 (ｴ)学校と関係諸機関との連絡・調整  

 

（８）青少年健全育成地域啓発（地域の教育力向上を図る事業）  

①「おあしす運動」推進・啓発  

②「社会を明るくする運動」実施  
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③「少年を守る日」地域啓発事業の取組（毎月５日、強調月間１２月）  

④「市内一斉・地域清掃の日」（クリーンみのお作戦）参加  

⑤危険箇所・問題箇所点検活動  

⑥社会教育活動主催者賠償責任保険設置（加入団体数 ３０団体）  

 

（９）子どもの安全地域活動の推進 

「こども１１０番」等の設置  

①子どもの緊急時の避難場所として「こども１１０番」ステッカーを協力店舗・

家庭に設置（平成２１年度末 ７９７箇所）  

②街頭での青少年を取り巻く犯罪の抑止力として自転車などに取り付ける「地域

パトロール」ステッカーを配布（平成２１年度 ６５０枚）  

③子どもの緊急時の連絡先車輌として「動くこども１１０番」ステッカーを公用

車等２２９台に設置  

 

（１０）青少年健全育成推進基金の活用 

①基金積立額   １７４，７７５，０００円  

②奨励金実績       ９３５，９４７円  

(ｱ)青少年活動激励金      １９件    ４１０，０００円  

(ｲ)地域活動補助金        １件    ２７０，０００円  

(ｳ)スポーツ・文化活動交付金   ８件    ２５５，９４７円  

③顕 彰  平成２２年(2010年)２月２０日（土）実施  

(ｱ)もみじ顕彰    １件（個人 １名） 

(ｲ)ささゆり褒賞  ３７件（個人３６名、団体１団体） 
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３ 児童福祉の推進 

 

（１）保育所の設置状況 

 

保育所名 事業開始年月日 敷地面積(㎡) 延床面積(㎡) 屋外遊戯場(㎡) 

桜ヶ丘 
昭和49(1974)年 

4月1日 
2,568.37 1,144.90 497.00 

箕面 
昭和50(1975)年 

4月1日 
2,202.25 960.87 784.00 

萱野 
昭和51(1976)年 

4月1日 
2,126.80 964.00 592.00 

稲 
昭和57(1982)年 

4月1日 
2,519.20 1,011.05 776.00 

東 
昭和62(1987)年 

4月1日 
3,275.79 1,084.02 1,079.90 

 



（２）市立保育所の入所状況 （単位：人）
年　度 平成１７ 平成１８ 平成１９ 平成２０ 平成２１

区　分 (2005) (2006) (2007) (2008) (2009)
保育士 23 23 20
職　員 6 6 6
児　童 109 109 110

（定員） (100) (100) (100)
保育士 24 27 25 23 26
職　員 6 6 6 6 6
児　童 129 131 135 124 135

（定員） (120) (120) (140) (140) (140)
保育士 26 27 24 24 24
職　員 6 6 6 6 6
児　童 131 131 128 130 132

（定員） (120) (120) (120) (120) (120)
保育士 24 23 25 25 22
職　員 6 6 6 6 6
児　童 109 107 117 120 120

（定員） (100) (100) (120) (120) (120)
保育士 25 26
職　員 6 6
児　童 127 130

（定員） (120) (120)
保育士 27 25 27 26 23
職　員 6 6 6 6 6
児　童 124 132 138 140 140

（定員） (120) (120) (140) (140) (140)
保育士 28 27 26 25 24
職　員 6 6 6 6 6
児　童 131 132 138 140 138

（定員） (120) (120) (140) (140) (140)
保育士 177 178 147 123 119
職　員 42 42 36 30 30
児　童 860 872 766 654 665

（３）民間保育所の入所状況 （単位：人）

年　度 平成１７ 平成１８ 平成１９ 平成２０ 平成２１
区　分 (2005) (2006) (2007) (2008) (2009)

保育士 13 14 15 13 15
職　員 5 5 6 4 5
児　童 84 87 88 87 91

（定員） (80) (80) (80) (80) (80)
保育士 24 23 22 23 22
職　員 4 5 7 6 5
児　童 130 129 132 130 129

（定員） (120) (120) (120) (120) (120)
保育士 26 24 23 25 25
職　員 5 5 4 5 5
児　童 116 116 114 113 112

（定員） (105) (105) (105) (105) (105)
保育士 15 13 14 14 14
職　員 3 3 3 3 3
児　童 94 95 93 90 93

（定員） (90) (90) (90) (90) (90)
保育士 13 12 11 11 13
職　員 5 6 3 3 4
児　童 32 32 32 32 33

（定員） (30) (30) (30) (30) (30)
保育士 28 24 26
職　員 5 4 4
児　童 132 132 132

（定員） (120) (120) (120)
保育士 24 28
職　員 5 6
児　童 127 141

（定員） (120) (120)
保育士 91 86 85 134 143
職　員 22 24 23 30 32
児　童 456 459 459 711 731

※児童数・職員数は平成２２年３月１日現在
※職員数は任期付・臨時職員を含む。

平成20年度廃止

平成19年度廃止

合　計

常照寺隣保館

小野原学園

法泉寺保育園
（分園を含む）

もみじ保育園

瀬川保育園

みすず学園
桜ヶ丘保育園

桜保育園

平成19年度開設

平成20年度開設

桜ヶ丘

桜

稲

瀬　川

萱　野

箕　面

合　計

東
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（４）早期療育 

 ①箕面市早期療育事業推進会議（月１回開催） 

(ｱ)目的：早期療育対象児童とその保護者のニーズに対応するため、早期療育関

係機関の積極的な連携に努めるとともに、早期療育対象児童に関する

適切な療育の場の検討や情報交換、療育内容の検討を行う。  

(ｲ)早期療育関係機関：箕面市医師会・池田保健所・池田子ども家庭センター・

箕面市健康福祉部健康増進課・箕面市教育委員会（教育

推進部人権教育課・子ども部幼稚園担当・子ども部幼児

育成課・総合保健福祉センター分室） 

 ②早期療育関係の相談等  

(ｱ)臨床心理的技法に基づき発達等育児相談や早期療育に関する総合相談を実

施。電話、面接による個別相談とともに幼稚園・保育所へのコンサルテーシ

ョンを実施  

(ｲ)理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訓練相談、経過フォロー、幼稚

園・保育所・小中学校等への訪問指導を実施 

 ③箕面市児童デイサービス事業所（あいあい園）  

(ｱ)設置年月日及び経過  

昭和５８年(1983年) 

６月 

障害福祉センターささゆり園開設と同時に簡易心身

障害児通園事業として開始 

平成 ８年(1996年) 

４月 

ライフプラザ開設とともに移行し、箕面市総合保健

福祉センター分室あいあい園として継続実施 

平成 ９年(1997年) 

４月 

障害児デイサービス事業（心身障害児通園事業）の

認可を受ける 

平成１５年(2003年) 

４月 
児童デイサービス事業所の指定を受けて事業実施 

平成１８年(2006年) 

１０月 

障害者自立支援法に基づく児童デイサービス事業所

（指定障害福祉サービス）としての認定を受ける 

平成２２年(2010年) 

４月 
“児童デイサービス事業所あいあい園”に名称変更 

(ｲ)施設概要（面積・施設内容等）  

面積        ９３０．５８㎡ 

施設内容等     理学・作業療法室、感覚統合訓練室、言語治療室、観察室、 

相談室、プレイルーム、保育室、厨房等 

(ｳ)グループ数   ３グループ（午前２グループ、午後１グループ）  

(ｴ)児童数の推移  平成２０年度 ５５名 平成２１年度 ６０名 

(ｵ)療育内容    個別プログラムに沿った個別・集団保育の実施 

             児童の状態に応じた理学・作業・言語聴覚の個別指導 

(ｶ)給食      食事・おやつの提供及び食事相談の実施 

(ｷ)健康と安全   衛生管理、身体計測、健康診断、遊具安全点検等の実施 

(ｸ)介護給付制度等 介護給付により利用者一割負担 
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（５）学童保育 

 ①利用日、利用時間 

 平日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・放課後から午後５時 

 土曜日及び長期休業日（春、夏、冬休み）・・・・ 午前８時３０分から午後５時 

 振替による学校休業日（創立記念日、運動会、土・日曜日の参観代休等） 

・・・・午前８時３０分から午後５時 

 

  ②延長利用 

   月曜日から金曜日の学童保育開室日・・・・・・・午後５時から午後７時 

  

 ③施設の状況 

                               （単位：人） 

 ※箕面小学童の定数は９月に４０名から６０名に拡大 

※月平均在籍児童数を掲載 

 

児童数の推移 
学童 

保育室名 

 

設置場所 

 

定

数 

平成 19 年度 

(2007) 

平成 20 年度 

(2008) 

平成 21 年度 

(2009) 

箕面小 箕面小普通教室 60 49 53 48 

萱野小 萱野小普通教室 70 51 59 50 

北小 北小普通教室 40 19 20 17 

南小 南小普通教室 40 46 38 29 

西小 西小普通教室 80 69 57 65 

東小 東小普通教室 70 48 53 60 

西南小 西南小グラウンド 70 58 66 65 

萱野東小 萱野東小普通教室 80 53 58 70 

豊川北小 豊川北小普通教室 80 47 30 36 

中小 中小普通教室 80 56 63 78 

豊川南小 豊川南小普通教室 80 57 62 54 

萱野北小 萱野北小ピロティ 40 27 48 33 

止々呂美小 止々呂美小普通教室 40   5 14 

合計 830 580 612 619 
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４ 子育て支援 

 

（１）子育て支援センター 

 ①事業の内容 

(ｱ)乳幼児とその保護者が自由に遊べる場の提供（オープンスペース） 

(ｲ)乳幼児や保護者の交流や学習の場の提供（あそびのプログラム、おべんとう

ひろば、のんびりひろば、パパと一緒に遊ぼう、親子で集まれ！、プレママ

のひろば 等） 

(ｳ)乳幼児の育ちに関わる他の機関や活動とつながる場の提供 

(ｴ)子育てに関する相談 

(ｵ)子育てに関する情報の収集及び提供 

 ②オープンスペースの利用組数 

 
年度 

平成17 

(2005) 

平成18 

(2006) 

平成19 

(2007) 

平成20 

(2008) 

平成21 

(2009) 

中央 4,754 5,042 4,520 4,543 4,281 

分室 3,836 4,833※     

 

西部   5,431 6,105 4,791 

      ※分室  平成15年10月～平成16年3月   月・木曜日のみオープン  

  平成16年4月～平成16年6月    月・木曜日のみオープン 

平成16年7月～平成18年9月18日  月～金曜日オープン 

    西部  平成18年9月19日～11月     月～金曜日オープン 

 平成18年12月～          月～水、金・土曜日オープン 

 

 ③相談件数                   （単位：件）  

年度 
平成17 

(2005) 

平成18 

(2006) 

平成19 

(2007) 

平成20 

(2008) 

平成21 

(2009) 

 

相談件数 ２８２ ４１０ ３９７ ３１２ ３６０ 
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（２） 子どもの相談 

① 児童家庭相談 

年 度 17(2005) 18(2006) 19(2007) 20(2008) 21(2009) 

虐待 ― ― 102 140 141 養 

護 その他 ― ― 42 67 44 

育児・しつけ ― ― 1 1 2 

性格行動 ― ― 6 3 2 

不登校 ― ― 1 2 1 

非行 ― ― ― 2 0 

その他 ― ― ― 3 3 

計 ― ― 152 218 193 

虐待通告 42 35 62 65 67 

児童・家庭への援助 ― 149 700 1,319 1,247 対

応 他機関連携 ― 873 2,806 4,195 4,296 

養育支援訪問 ― ― ― ― 52（7 事例） 

 

② 箕面市要保護児童対策協議会の運営 

年 度 17(2005) 18(2006) 19(2007) 20(2008) 21(2009) 

代表者会議 ― 1 1 1 1 

児童虐待部会 ― 12 12 12 12 

非行・問題行動部会 ― 12 12 12 12 

障害部会 ― 12 10 12 12 

実

務

者

会

議 ３部会事務局会議 ― 5 4 3 3 

個別事例検討会 ― 40 82 

(113 事例) 

89 

(169 事例) 

112 

(187 事例) 

虐待防止啓発講演会 ― ― 1 1 1 

要保護児童対策協議

会全体研修 

― ― 7 11 4 

児童精神科医師によ

るＳＶ 

― ― 3 4 1 

専門研修への参加 ― ― 16 25 24 

 

 

 

 

研

修

・

啓

発 

親支援プログラム ― ― 1 2 ― 
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（３）ひとり親家庭への支援 

 ①児童扶養手当の支給 

  (ｱ)目的：母子家庭の母等に対し、児童扶養手当を支給し、母子家庭世帯の自立と生 

活の安定化を支援する。 

(ｲ)支給状況 

年度 平成 19(2007) 平成 20(2008) 平成 21(2009) 

受給資格者数(人) ８９３ ９２５ ９６７ 

 ②母子相談 

  (ｱ)目的：母子家庭の生活の安定、自立のための相談や母子寡婦福祉資金の貸付、 

また離婚前の相談にも応じている。（平成１５年度から実施） 

(ｲ)相談状況 

年度 平成 19(2007) 平成 20(2008) 平成 21(2009) 

相談件数(件) １１９ １９４ １３９ 

 ③母子・父子家庭ホームヘルパー派遣事業 

(ｱ) 目的：母子・父子家庭等の自立促進に必要な就労等を支援するため、ヘルパー 

の派遣を行う。 

(ｲ)利用状況 

年度 平成 19(2007) 平成 20(2008) 平成 21(2009) 

利用者延人数(人) ７９ ５２ ７０ 

 ④母子自立支援給付金事業 

  (ｱ)目的：児童扶養手当を受給しているかた（または同様の所得水準である母子家 

庭の母）を対象に、母子家庭の自立促進を図ることを目的として支給し 

ている。（平成１７年度から実施） 

   (A－1)母子家庭自立支援教育訓練給付金事業 

対象者が自立促進に有効な資格取得講座を受講した場合に、費用の２割を

支給する。 

(A－2)給付状況 

年度 平成 19(2007) 平成 20(2008) 平成 21(2009) 

受給者数(人) ３ １ ５ 

(B－1)母子家庭高等技能訓練促進費事業 

対象者が２年以上養成機関で受講し資格取得が見込まれる場合に、受講期

間の最後１／２の期間（但し、平成２３年度入学者までは、受講期間の全期

間）、月額１４万１千円、または７万５百円を支給する。 

(B－2)給付状況 

年度 平成 19(2007) 平成 20(2008) 平成 21(2009) 

受給者数(人) ２ ２ ３ 
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（４）児童手当、特別児童扶養手当 

  ①児童手当 

(ｱ)目  的：児童を養育しているかたに手当を支給することにより家庭における生

活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及

び資質の向上に資することを目的として支給している。 

(ｲ)支給対象：１２歳到達後最初の３月３１日まで（小学校修了前）の児童を養育し、

かつ、前年（１月から５月までの月分の手当については前々年）の所

得額が一定額未満のかた 

(ｳ)支給額（月額）：３歳未満の児童：一律 10,000 円 

３歳以上の児童：第１子 5,000 円 

第２子 5,000 円 

第３子以降 10,000 円 

(ｴ)支給状況 

年度 平成 19(2007) 平成 20(2008) 平成 21(2009) 

受給者延人数(人) 118,557 119,901 122,561 

 ②特別児童扶養手当 

(ｱ)目  的：障害のある児童を家庭で監護している父母、あるいは父母にかわって 

その児童を養育している人に対し、児童の福祉の向上を図ることを目

的として支給している。 

(ｲ)支給対象：20 歳未満で、国が定める障害認定基準に該当する児童 

(ｳ)支給額（月額）：１級・・・・50,750円 

２級・・・・33,800円 

(ｴ)支給状況 

年度 平成 19(2007) 平成 20(2008) 平成 21(2009) 

受給者数(人) ２０２ ２２２ ２３６ 

                              


